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産業廃棄物処理実績等報告について（通知） 

 

 

日ごろから本県の廃棄物行政の推進に御理解と御協力をいただき、感謝申し上げます。 

さて、本県では、「廃棄物の適正な処理の確保に関する条例」第 54 条の規定により、産業廃棄物処

理業者等は処理実績等報告の提出が義務付けられています。 

つきましては、下記事項について、報告することとなっていますので、御了知願います。 

 

記 

 

１ 報告の種類、報告者及び内容 

(1) （特別管理）産業廃棄物運搬及び処分実績報告書（様式第23号及び24号） 

収集運搬業及び処分業の許可を受けた者が、前年度における（特別管理）産業廃棄物の保管、

収集、運搬又は処分に関し報告します。 

(2) 産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書（様式第25号） 

産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者が、前年度における産業廃棄物の処分及び当該産

業廃棄物処理施設の状況に関し報告します。 

(3) 様式第23号集計表、様式第24号集計表1・2 

(1)を集計するためのもので、事業者が報告します。 

 

２ 報告の提出期限等 

 (1) 期  限 令和３年６月30日（水） 

 (2) 提 出 先 管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課 （令和３年度より松本市が中核市に移行

したことに伴い、一部の事業者の方は提出先が松本市になる場合がありますので、

別添の実績報告の取扱いについて及び提出先一覧をご確認ください） 

 (3) 提出部数 各２部 

 

３ その他 

報告様式等本調査に係る情報は、長野県ホームページ（以下のＵＲＬ）に掲載しています。 

 

【ホーム > 暮らし・環境 > ごみ・リサイクル > 産業廃棄物 > 産業廃棄物処理実績報告】 

（URL：https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/haikibutsu/jisseki.html） 
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